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報告第１９号 

 

臨時代理につき承認を求めることについて（令和７年生駒市議会第６回

（１２月）定例会提出議案の意見について） 

 

令和７年生駒市議会第６回（１２月）定例会提出議案の意見について、教育委

員会を招集するいとまがなかったため、生駒市教育委員会教育長に対する事務

委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第５条第

２項の規定により、令和７年１２月２日に臨時に代理したので、これを報告し、

承認を求める。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

【提出議案】 

 ・南コミュニティセンターせせらぎ空調設備更新工事請負契約の締結について

（追加提案分） 
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報告第２０号 

 

   教職員人事異動方針について 

 

 生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生

駒市教育委員会規則第６号）第６条第５号の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子
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教 職 員 人 事 異 動 方 針 

                                                   令 和 ４ 年 １ １ 月 ８ 日 

                                             奈 良 県 教 育 委 員 会 

 

  教職員人事異動方針を下記のとおり定める。 

 

                                      記 

 

１  基  本  方  針 

    教育に対する県民の期待と要望に応え、学校教育の一層の進展を期するため人事行

 政の秩序を保ち公正にして適切な人事異動を行う。 

  (１)  各学校の教職員組織の充実と均衡を図るため、全県的な見地に立って、適材を

適所に配置する。 

  (２)  教職員の経験を豊かにし、気風の刷新を図るため、同一校長期勤務者の解消に

努める。 

 (３) 若手教職員の人材育成の観点から、多様な経験を積ませるために、積極的な人

事異動に努める。 

  (４)  児童・生徒の指導の充実強化を目指し教員の特性、経験を生かす異動に努める。 

 

２  実  施  要 領 

    人事異動に当たっては、所期の目的を達成するため、市町村教育委員会及び学校長

との連絡協議を密にし、次のとおり行うものとする。 

    なお、特に、へき地教育、人権教育、特別支援教育並びに定時制・通信制教育の一

 層の振興を図るため、教職員組織の充実に努める。 

  (１)  任    用 

      ①  校長・教頭については、年齢、経歴にとらわれることなく校種、地域の実情、

    本人の特性等を考慮の上、原則として校長・教頭候補者名簿に登載された者の

    中から任用する。 

      ②  小・中学校長の任用に際しては、県内全域を対象として適材を適所に配置す

る。       

③  教職員の新規採用者の配置については、採用候補者名簿に登載された者の資格、

    特性等を考慮の上で行う。 

  (２)  転    任 

      ①  小学校、中学校における市町村間・校種間の交流を積極的に進めるとともに、

    高等学校における地域・学科及び課程相互間、特別支援学校とその他の学校間、

    並びに教育委員会事務局と学校間等の交流を図る。 

      ②  年齢・性別・教科・勤務年数等を考慮し、適材を適所に配置する。 

      ③  同一校に１０年以上勤務する者については、地域や学校の実情を考慮しなが

ら、原則として異動を行うこととする。なお、同一校１０年未満勤務の者につ

いても、長期的観点から段階的な異動に努める。 

   ④ 新規採用後、初回の異動については、多様な経験を積ませるために、地域や

学校の実情を考慮の上、早期の段階で行うこととする。小・中学校においては、

県内全域の他市町村への異動を基本とする。 

 

   附  則 

     １ この方針は、令和５年４月１日人事異動から適用する。 
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令和８年４月小・中学校及び義務教育学校教職員人事異動の重点項目 
 

１ 管理職及び県教育委員会事務局指導主事等への若手教員の積極的な登用を進める。  

（教職員人事異動方針２(1)①、(2)②） 

 

【趣 旨】 中央研修や大学院研修、人事交流等の機会を通し、次代を担う人材（ミドルリーダー）

の育成に努めるとともに、魅力と活力ある学校づくりを進めるため、管理職及び県教育委

員会事務局指導主事等への若手教員の積極的な登用を推進する。  

 

２ 女性管理職の積極的な登用を進める。        （教職員人事異動方針２(1)①） 

 

【趣 旨】 本県の女性管理職が全管理職に占める割合は、全国的に低位な状況にある。女性教員の

活躍する場と機会の充実を図ることにより、次代を担う女性教員の育成に努めるとともに、

管理職への積極的な登用を推進する。  

 

３ 初回異動対象年限を３年～１０年までとし、地域や学校の実情を考慮の上、全県的な見地に立っ

て、県内全域の他市町村への異動を行う。  （教職員人事異動方針２(2)③④） 

 

【趣 旨】 初回異動対象年限を３年から１０年までとし、市町村を越えて配置することにより、多

様な経験を積ませ、ものの見方や考え方を広げ、実践的な指導力を向上させる。  

 

４   特別支援教育・通級指導及び小中一貫教育の充実を目的とした、特別支援学校並びに小・中及び義務

教育学校間の交流を積極的に進める。      （教職員人事異動方針２(2)①） 

 

【趣 旨】 小・中及び義務教育学校と県立特別支援学校間での相互交流により、短期(１年)から基

本の３年間の期間において、お互いのノウハウを学び生かせるような人材を増やす。また、

小中一貫で９年間を見通した学習指導・生徒指導等を進めるための小・中及び義務教育学

校間の交流、特別支援教育・通級指導の充実を目指した小・中及び義務教育学校間の交流

を推進する。  

 

５ へき地教育推進のための公募制人事異動を進める。  （教職員人事異動方針２(2)①） 

 

【趣 旨】 へき地教育に対し意欲のある教員を公立小・中学校及び義務教育学校から公募し、適材 

を適所に配置することで人事面から学校づくりを支援し、へき地教育の一層の充実を図る。 
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報告第２１号 

 

   令和７年度幼稚園・保育園・こども園訪問の結果について 

 

令和７年度幼稚園・保育園・こども園訪問の結果について、生駒市教育委員会教

育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第

６号）第６条第５号の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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＜令和７年度定期幼稚園・保育園・こども園訪問報告＞ 

 

１ 目的 

教育長、教育委員、教育委員会事務局職員が幼稚園・保育園・こども園を訪問す

ることにより、教育・保育課程の運用、保育内容、安全教育等、保育全般にわたり、

幼稚園・保育園・こども園の実態に即して、指導助言を行い、各園が主体的に、よ

り充実した教育・保育活動や特色ある園運営が推進できるよう支援する。 

 

 

２ 訪問日時及び訪問者        

 

幼稚園・保育園名 訪問日時 訪問者 

ひがし保育園 9/1 9:00～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

小平尾保育園 9/1 10:30～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

俵口幼稚園 9/10 9:00～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･松田部長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

中保育園 9/18 9:00～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･松田部長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

認定こども園 

生駒幼稚園 
9/18 10:30～ 

中川委員･吉尾委員･原井教育長･松田部長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

桜ヶ丘幼稚園 9/25 9:00～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･松田部長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

あすか野幼稚園 9/25 10:30～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･松田部長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

なばた幼稚園 9/26 9:00～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

壱分幼稚園 9/26 10:30～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

生駒台幼稚園 9/29 9:00～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･松田部長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 

南こども園 9/29 10:30～ 
中川委員･吉尾委員･原井教育長･松田部長･南口次長 

長崎指導主事・牧野指導主事 
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３ 園からの説明の概要 

 

ひがし保育園 ・一人一人の職員が少人数の中で力を発揮できるよう、自主的に計 

画・進行を行い、様々な分野でのチーム活動を進めている。 

・食育活動として、食育計画に沿った栽培・調理・給食等の推進に努 

めている。その中でも栽培活動は戸外だけでなく、保育室前の廊下 

においても行い、０.１歳児の園児にとっても身近なものとなって 

いる。 

・施設の安全確保・安心安全な保育環境の整備を図るために、防犯・ 

防災についての園全体の研修および小グループの意見交換を園内 

研修として実施している。 

小平尾保育園 

 

・生駒市人権学習会の拠点として、人権についての取組を発信できる

園を目指している。また、職員が確かな人権感覚を身に付けるため

に人権のグループワークを行っている。 

・保幼小接続として、こども園・小学校との交流を深めてきたが、今

年度は小学校の先生が保育の様子を参観した後、幼児の生活・遊

び・環境等について共有と意見交換を行い、保幼小接続に向けた相

互理解が深まる機会となった。 

・施設の安全確保・安心安全な保育環境の整備を図るために避難訓練

を実施しているが、今後は保護者の引き渡し訓練の実施を予定して

おり、非常時に備えた体制強化を進めていく。 

俵口幼稚園 

 

 

 

・教育目標に基づき、わくわく（興味・関心・遊びの全般）ほのぼの

（人との関わり・異年齢交流）ぐんぐん（体力・挑戦・生活習慣）

を柱に総合的な教育を行っている。その中で、小規模園の特性をい

かし、丁寧な保育を進めている。 

・「えん・くろす」の活動は、『みんなで楽しむこと』をモットーに、

園・地域・保護者が互いに豊かな経験を積み重ねられるような実体

験を意識した活動を進めている。 

・預かり保育のニーズが高く、安心して利用ができるよう子育て支援

の充実を行っている。 

中保育園 ・保育者の専門性および資質向上のために、主体的に生活し活動でき

る環境をテーマに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」

をふまえて園内研修に取り組み、常に課題について共有している。 

・子育て支援を一層充実させることを目的として、地域の家庭が気軽

に参加できる園庭開放やサンデーひろばを実施し、保護者の交流促

進や子どもの安心した遊びの場の提供に努めている。 

・東新町自治会・東寿会の方々との交流を通して、互いの顔が見える

関係づくりを築き、地域に見守られた環境作りを進めている。 

10



認定こども園 

生駒幼稚園 

・就学前教育で大切な『遊びは学び』について、機会あるごとに保護

者に話をしたり、SNS で園の様子を発信したり、園の教育に理解を

してもらえるように工夫している。また、未就園児の保護者や地域

の方、小学校の先生にも就学前教育の理解を深めてもらえるように

取り組んでいる。 

・防犯対策や熱中症対策、落雷対策（雷探知機利用）など危機管理意

識を高め、安心・安全に過ごすことができるように取り組んでいる。 

・職員数が多く、経験年数の差が大きいので、職員の力を引き出し、

一人一人の資質向上を目指し、よりよい保育につなげていけるよう

に研修を深めている。 

桜ヶ丘幼稚園 

 

 

・実体験を大切にした遊びの環境を構成し、遊びを通して学びの芽を

育んでいけるよう取り組みを進めている。 

・わくわくコーディネーターを中心に「先生のやってみたい！」と 

「子どものやりたい！」をつなぎ、主体的な取組を推進している。 

・全園児徒歩通園である利点を生かし、写真掲示や保護者とのさく 

らっこトーク、スライドショーを用いて、『見える化』を意識した

保護者への発信を工夫している。 

・園の特色や幼児期の学びの姿、本園の魅力を保護者だけでなく未就

園児、地域などより多くの人へ発信できるように工夫している。 

あすか野幼稚園 

 

 

・あすか野幼稚園の頭文字から、「あさごはん」「あいさつ」「あそぼ

う」「ありがとう」「あるこう」の５つの『あ』を大切にしている。 

・小規模園の良さをいかした保育を展開できるように全職員で連携し

工夫して保育活動を進めている。課題である集団性の確保について

は、近隣の公立幼稚園や私立幼稚園、保育園との交流を計画的にも

ち、集団としての育ちが保障できるようにしている。 

・地域にある保・幼・小・中の連携だけでなく、地域にある高校生と

の交流も進めている。いろいろな年代とのかかわりの中で豊かな心

が育んでいくよう取り組んでいる。 

なばた幼稚園 

 

 

・「えん・くろす」の活動を教育課程に位置付け、協働し、教育活動

の充実を図っている。その中で、保護者や地域の方の得意なことを

いかした取組みを行っている。 

・壱分幼稚園との合同保育を行う中で、どちらの園の幼児一人一人に

応じた関わりができるように、２園合同で園児の実態について共有

したり支援の必要な子のカンファレンスを行ったりしいる。 

・小学校との交流は、小学校の空き教室を連携ルームとして活用し、

交流方法を工夫して進めている。また、小学校へのスムーズな就学

を目指し、保幼小職員で共通の視点をもちながら研修を進めてい

る。 
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壱分幼稚園 

 

 

・令和９年度のこども園化に向けて、園舎改修工事のため、なばた幼

稚園での合同保育を行っている。それぞれの園の子どもの実態、経

験や環境の違いを考慮した上で、活動の趣旨を明確にしながら一緒

に活動する中で、子どもたち学びの場となるように２園の職員間で

協力して取り組んでいる。 

・地域外での園生活を過ごすにあたり、保護者の様々な思いに寄り添

い、子どもも保護者も安心して過ごせるように園の様子の伝え方を

工夫している。 

・地域の行事や活動、保幼小交流・未就園の集いなど、今まで大切に

してきた地域とのつながりは、これからも大切に進めていきたい。 

生駒台幼稚園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会状況を視野に入れ、３年間の発達段階を把握し発達を見通した

教育課程を編成している。園の教育方針や保育内容について学級懇

談会等や学年だよりや SNS 等で積極的に配信し、保護者にわかりや

すく知らせる工夫をしている。 

・地域の教育力をいかし、いろいろな人と関わる経験を積み重ねてい

る。一人一人が「自分らしく」「自分が好き」「人が好き」で安心し

て毎日を過ごし、生きる力を育むための遊びが展開できるよう保育

を進めている。 

・職員の資質向上を目指し、研修体制を整えたり外部講師を招いたり

研修を深めている。 

南こども園 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開園１０年目となり、幼稚園と保育園が一体となったこども園とし 

て、運営面でも安定してきている。 

・地域や社会の中で地域愛を持ち自己発揮ができるような「人づくり」 

を目指し、地域の人と共に育てていくという考えのもとに地域との

協働を大切にした行事や取組を行っている。 

・職員の資質向上のための園内外の研修機会の確保、職員間のコミュ 

ニケーションを図っている。 

・未就園児の集い(ぴかぴかひろば)以外にも、地域の子育てサーク 

ルへの遊びの提供や支援の実施も積極的に行っている。 
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報告第２２号 

 

   令和７年度小学校・中学校訪問の結果について 

 

令和７年度小学校・中学校訪問の結果について、生駒市教育委員会教育長に対

する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第

６条第５号の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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報告第２３号 

 

   令和８年二十歳のつどいの開催について 

 

 令和８年二十歳のつどいの開催について、生駒市教育委員会教育長に対する

事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第６

条第５号の規定により、報告する。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第２７号 

 

生駒市幼稚園再編にかかる基本方針策定について  

 

 生駒市幼稚園再編にかかる基本方針策定について、生駒市教育委員会教育長に

対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６

号）第２条第１号の規定により、別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第３１号 

 

幼稚園教諭・保育士人事異動方針について  

 

幼稚園教諭・保育士人事異動方針について、生駒市教育委員会教育長に対す

る事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第

２条第１号の規定により、次のとおり提出する。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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幼稚園教諭・保育士人事異動方針（案） 

令和７年１２月１６日 

生 駒 市 教 育 委 員 会 

 

 幼稚園教諭・保育士の人事異動の方針を下記のとおり定める。 

 

記 

 

１ 基 本 方 針 

（１） 就学前教育・保育の充実を図るため、全市的な視野に立ち、適材を適所に配置する。 

（２） 主幹教諭・主幹保育士の管理職への登用を積極的に進める。 

（３） 同一園での長期勤務者の解消に努める。 

（４） 人材育成の観点から、多様な経験を積ませるために、幼保間の人事異動を積極的に進

める。 

 

附 則 

１ この方針は、令和８年４月１日人事異動から適用する。 
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議案第３２号 

 

社会教育委員の委嘱について 

 

 生駒市社会教育委員に下記の者を委嘱したいから、生駒市教育委員会教育長に

対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号)

第２条第７号の規定により、教育委員会の議決を求める。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

記 

 

住  所  ●●●●●●●●●●● 

氏  名  山上 哲 

 

委嘱期間 令和７年１２月１６日から令和８年６月３０日まで 
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議案第３３号 

 

令和８年度春期休業の終期及び冬期休業の始期の変更について  

 

 令和８年度春期休業の終期及び冬期休業の始期を下記のとおり変更したいから、

生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３１年４月生駒市教育

委員会規則第１号）第３条第１項ただし書きの規定により、教育委員会の承認を

求める。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

記 

 

令和８年度春期休業日の終期 

（変更前）４月５日まで   （変更後）４月６日まで 

 

令和８年度冬期休業日の始期 

（変更前）１２月２４日から （変更後）１２月２５日から 
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